
大崎地域広域行政事務組合工事請負契約における契約保証に関する取扱要領 

平成20年６月１日 

告示第11号 

この要領は，大崎地域広域行政事務組合建設工事執行規則取扱要綱（平成20年大崎地域

広域行政事務組合告示第６号）第28条の規定に基づき，契約保証金の取扱に関し必要な事

項を定めるものとする。 

第１ 履行保証制度について 

原則として金銭保証とし，請負契約金額の10分の１以上の契約保証金の納付を求める

こととする。ただし，(１)に掲げる担保の提供等が行われた場合は契約保証金の納付の免

除，(２)に該当する場合は契約保証金を免除する。 

(１) 契約保証金の納付の免除となる場合 

ア 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

イ 金融機関等の保証 

ウ 保証事業会社の保証 

エ 公共工事履行保証証券による保証 

オ 履行保証保険契約の締結 

(２) 契約保証金を免除する場合等 

請負契約金額が130万円未満の工事である場合 

(３) 役務的保証措置の運用について 

供用開始時期の問題等から，契約執行者自らが残り工事の発注を行うことが困難な

場合等に限り公共工事履行保証証券による役務的保証（付保割合は10分の３とす

る。）を求めることも可能とするが，役務的保証措置を求める場合は，事前に大崎地

域広域行政事務組合契約等審査会の承認を得ること。 

第２ 指名通知等における取扱いについて 

１ 入札公告，指名（見積依頼）通知及び現場説明における参加業者への周知等について 

(１) 入札公告又は指名通知には，請負代金額の10分の１以上の契約保証金を求める旨

を明示すること（請負契約金額が130万円未満である場合等は免除とする旨）。 

(２) 現場説明資料等において，落札後の契約保証金の納付又は担保の提供等による契

約保証金納付の免除の方法を周知するものとする（別紙参照）。 

２ 落札（見積決定）時の確認について 

(１) 入札執行者は，落札（見積決定）時に落札（見積決定）者（以下「落札者」とい



う。）から契約保証に関する届出書（様式第１号）の提出を求め，契約保証方法（契

約保証金の納付又は第１の(１)に掲げる措置）について確認を行うものとする。 

(２) 第１の(２)に該当する場合は，落札者に契約保証金を免除する旨を口頭で通知す

る。 

(３) 第１の(２)に該当しない場合は，申出のあった契約保証手続を行い，工事請負契

約書と合わせて提出等を行うよう口頭で通知する。 

第３ 新しい履行保証制度に係る具体的な取扱いについて 

１ 第１の(２)に基づき契約保証金を免除する場合の取扱い 

(１) 請負契約金額が50万円未満の工事である場合は，工事請負契約書を請書に代える

ことができる。この場合「免除」と記入する。 

(２) 第１の(２)により契約保証金を免除した工事について，増額変更により請負契約

金額が130万円以上となる場合は，軽微な設計変更で工期末に行われるものを除き請

負代金額の10分の１以上の契約保証金を求めるものとする。なお，契約保証金の取

扱いについては２により行うものとする。 

２ 契約保証金が免除されない場合の取扱い 

(１) 請負契約締結時の取扱い 

第２の１の(１)により求めた10分の１以上の契約保証金の納付又は第１の(１)に定

める担保の提供等の保証を確認の上，契約の締結を行うものとする。なお，具体的な

取扱いについては，次のとおりとする。 

ア 契約保証金の納付についての取扱い 

（ア） 契約執行者は，大崎地域広域行政事務組合会計事務規則（平成21年大崎

地域広域行政事務組合規則第３号）の規定に基づき，歳入歳出外現金の受入手続

を行うものとし，落札後速やかに歳入歳出外現金受入決議を行い，落札者に歳入

歳出外現金納付書を発行する。 

（イ） 落札者は，上記納付書により契約保証金を大崎地域広域行政事務組合指定

金融機関等への納付後，金融機関等の押印した領収書の写しを別に定める契約保

証金納付届（様式第２号）に貼付の上，工事請負契約書とともに持参させるもの

とする。 

（ウ） 契約執行者は，契約保証金の納付を確認後，契約を締結する。 

（エ） 契約締結後，契約保証金納付届は工事請負契約書等と一緒に保管するもの

とする。 



（オ） 契約保証金の現金受領は，事故防止の観点から原則的に行わないものとし，

納付書による金融機関等への納付を行うよう落札者に周知するものとする。 

（カ） 契約保証金に係る歳入歳出外現金の処理は，入札執行課が行う。 

イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券についての取扱い 

担保として寄託される有価証券の取扱いは次のとおり取り扱うこととする。 

（ア） 請負代金額の10分の１以上の額面の有価証券（当分の間，利付き国債及

び県債に限定する。）を有価証券寄託願とともに契約執行者が受け入れしたのち

契約を締結する。 

（イ） 寄託された有価証券は保管有価証券受入通知票により会計管理者へ送付す

る。 

（ウ） 契約執行者は，保管有価証券受入通知票の写しを工事請負契約書等と一緒

に保管するものとする。 

ウ 金融機関等の保証についての取扱い 

（ア） 金融機関等の「保証」とは，大崎地域広域行政事務組合建設工事執行規則

（平成20年大崎地域広域行政事務組合規則第15号）第12条第４号に定める銀行

又は契約執行者が確実と認める金融機関の保証とする。 

（イ） 金融機関とは，出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭

和29年法律第195号）に規定する金融機関である銀行，信託会社，保険会社，信

用金庫，信用金庫連合会，労働金庫，労働金庫連合会，農林中央金庫，商工組合

中央金庫，信用協同組合，農業協同組合及び水産業協同組合又はその他の貯金の

受入れを行う組合をいう。 

（ウ） 契約執行者は，落札者から銀行又は金融機関（以下「金融機関等」という。）

の発行する保証書の提出を受け，保証を確認の上，契約を締結する。 

（エ） 保証書には次の内容が記載されていることを確認するものとする。 

a 名あて人が契約執行者であること。 

b 金融機関等の押印の有無 

c 保証委託者が落札者であること。 

d 保証金額 

e 工事名 

f 保証内容として工事請負契約による債務の不履行による損害金の支払である

旨の記載があること。 



g 保証期間が工期以上であること。 

h 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後６月以上確保されている

こと。 

（オ） 契約締結後，保証書は適宜保管するものとし，保証書の写しを工事請負契

約書等と一緒に保管するものとする。 

エ 保証事業会社の保証についての取扱い 

（ア） 保証事業会社とは，公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年

法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。 

（イ） 契約執行者は，落札者から保証事業会社の発行する保証証書の提出を受け，

保証を確認の上，契約を締結する。 

（ウ） 保証内容の確認は上記ウに準じて行うものとする。 

（エ） 契約締結後，保証証書は工事請負契約書等と一緒に保管するものとする。 

（オ） 保証事業会社の保証は，前払金保証契約の特約として定められているため，

前払金の支出が予定されている工事に限定されていることに留意するとともに，

契約保証と前払金保証とを同時に行うこととなるため，落札後，落札者と前払金

額等の確認を行うこと。 

オ 公共工事履行保証証券の保証についての取扱い 

（ア） 契約執行者は，保険会社が発行する公共工事履行保証証券の提出を受け，

保証を確認の上，契約を締結する。 

（イ） 保証内容の確認は上記ウに準じて行うものとする。 

（ウ） 契約締結後，保証証券は工事請負契約書等と一緒に保管するものとする。 

カ 履行保証保険の契約の保証についての取扱い 

（ア） 契約執行者は，保険会社が発行する履行保証保険の証券の提出を受け，保

証を確認の上，契約を締結する。 

（イ） 履行保証保険は，定額てん補方式を申し込むよう指示すること。 

（ウ） 保険内容の確認は上記ウに準じて行うものとする。なお，保証委託者は保

険契約者，保証金額は保険金額，保証内容は保険内容，保証期間は保険期間にそ

れぞれ読み替えるものとする。また，履行保証保険にあっては保証債務履行の請

求期限の表示はないので留意すること。 

（エ） 契約締結後，保険証券は工事請負契約書等と一緒に保管するものとする。 

(２) 契約保証金を求めた受注者の債務不履行による契約解除時の取扱い 



契約執行者は，工事請負契約書第50条各号又は第51条各号のいずれかに該当する

と認められたときは，速やかに工事請負契約を解除するものとする。ただし，工期経

過後相当の期間内に工事を完成する見込みがあるときは，工事請負契約書第58条第

１項の規定により損害金を徴収し工事を完成させることができるものとする。なお，

契約保証金等の取扱いは次のとおりとする。 

ア 契約保証金についての取扱い 

（ア） 工事請負契約書第50条又は第51条の規定に基づき，契約を解除した場合

は，契約保証金を歳入に組み入れる手続を行うものとする。 

（イ） 工事請負契約書第58条第５項に規定する違約金の金額が契約保証金の金

額を超過している場合は，別途，受注者から超過額を徴収するものとする。 

イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券についての取扱い 

（ア） 工事請負契約書第50条又は第51条の規定に基づき，契約を解除した場合

は，担保としての保管有価証券を歳入に収入又は普通財産に組み入れる手続を行

うものとする。 

（イ） 契約執行者は，工事請負契約書第58条第５項に規定する違約金の金額が

契約保証（保険）金額を超過している場合は，別途，受注者から超過額を徴収す

るものとする。 

ウ 金融機関等及び保証事業会社の保証についての取扱い 

（ア） 工事請負契約書第50条又は第51条の規定に基づき，契約を解除した場合

は，保証契約等の定めにより保証金請求書，保証書及び契約解除通知の写し等を

金融機関等又は保証事業会社に提出するとともに歳入の手続を行うものとする。 

（イ） 工事請負契約書第58条第５項に規定する違約金の金額が契約保証金の金

額を超過している場合は，別途，受注者から超過額を徴収するものとする。 

エ 公共工事履行保証証券及び履行保証保険の保証についての取扱い 

（ア） 工事請負契約書第50条又は第51条の規定に基づき，契約を解除した場合

は，保証（保険）契約の定めにより保証金（保険金）請求書（様式第３号），契

約解除通知の写し及び公共工事履行保証証券及び履行保証保険に係る証券を保

険会社に提出するとともに納入通知書を送付するものとする。 

（イ） 契約執行者は，工事請負契約書第58条第５項に規定する違約金の金額が

保証（保険）金額を超過している場合は，別途，受注者から超過額を徴収するも

のとする。 



(３) 工事完成時の取扱い 

ア 契約保証金についての取扱い 

（ア） 契約執行者は，受注者に対し，請負代金の支払請求書の提出とともに契約

保証金払戻請求書（別紙請求書例）の提出を求めるものとする。 

（イ） 契約執行者は，契約保証金払戻請求書を受理したときは，工事の完成を確

認後，歳入歳出外現金の払出手続を行うものとする。 

イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券についての取扱い 

（ア） 契約執行者は，受注者に対し，請負代金の支払請求書の提出とともに保管

有価証券返還請求書の提出を求めるものとする。 

（イ） 契約執行者は，保管有価証券払出請求書を受理したときは，工事の完成を

確認後，保管有価証券払出伺票により払出しの手続を行うものとする。 

ウ 金融機関等の保証についての取扱い 

契約執行者は，受注者から工事目的物の引渡しを受けたときは，保証書は受注者

を通じて金融機関等に返還するものとする。なお，保証書を受注者に交付するとき

には，受注者から保証書を受領した旨の受領書（様式第４号）を提出させるものと

する。 

エ 保証事業会社の保証についての取扱い 

契約執行者は，受注者から工事目的物の引渡しを受けた後も，保証に係る保証証

書は返還しないものとする。 

オ 公共工事履行保証証券及び履行保証保険の保証についての取扱い 

契約執行者は，受注者から工事目的物の引渡しを受けた後も，公共工事履行保証

証券及び履行保証保険に係る証券は返還しないものとする。 

(４) 請負代金額の増額変更時の取扱い 

契約執行者は，請負代金額の増額変更を行おうとする場合（軽微な設計変更で工期

末に行われるものを除く。）で，契約保証金の金額（契約保証金の納付額又は第１の

(１)に基づき提供された担保若しくは保証（保険）金額をいう。以下同じ。）が変更

後の請負代金額の100分の7.5以下になるときは，契約保証金の金額を変更後の請負

代金額の10分の１以上に増額変更するものとする。 

なお，変更契約に当たっては，受注者に対して，工事請負変更契約書の提出ととも

に契約保証金の増額分に相当する金額の金銭又は担保の提供等を受けた後に変更契

約の手続を行うものとし，契約保証金の金額の増額変更手続等については，次に掲げ



るものを除き上記(１)の取扱いに準じて行うものとする。 

ア 契約保証金についての取扱い 

契約保証金の増額分に相当する金額の金銭を納付した旨の領収書の写し及び契

約保証金納付届の提出を求めるものとする。 

イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券についての取扱い 

契約保証金の増額分に相当する金額の額面の有価証券の寄託を確認するものと

する。 

ウ 金融機関等の保証についての取扱い 

保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に増額変更する旨の金融機関等が交

付する変更契約書の提出を求めるものとする。 

エ 保証事業会社の保証についての取扱い 

保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に増額変更する旨の保証事業会社が

交付する変更保証証書の提出を求めるものとする。 

オ 公共工事履行保証証券及び履行保証保険の保証についての取扱い 

保証（保険）金額を変更後の請負代金額の10分の１以上に増額変更する旨の保

険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。なお，異動承認書の記載

事項として，異動保証（保険）期間の始期が契約変更日以前であり，終期が工期の

終期以後であることを確認すること。 

(５) 請負代金額の減額変更時の取扱い 

契約執行者は，請負代金額の減額変更を行おうとする場合（軽微な設計変更で工期

末からおおむね１月以内に行われるものを除く。）で，契約保証金の金額が変更後の

請負代金額の10分の１の金額以上に保たれる範囲で減額してほしい旨の要求があり，

特別の事情がないときは，契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の１以上

に保たれる範囲で受注者の請求する金額まで減額変更するものとする。なお，契約保

証金の金額の減額変更手続等については，次に掲げるものを除き，上記(１)及び(３)

の取扱いに準じて行うものとする。 

ア 契約保証金についての取扱い 

工事請負変更契約書の提出とともに契約保証金の減額分について保管金の返還

を求める旨の契約保証金払戻請求書の提出を求め，歳入歳外現金の払出しの手続を

行うものとする。 

イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券についての取扱い 



工事請負変更契約書案の提出とともに契約保証金の減額分について保管有価証

券の返還を求める旨の保管有価証券返還請求書の提出を求め，有価証券の払出しの

手続を行うものとする。 

ウ 金融機関等の保証についての取扱い 

工事請負変更契約の変更後，保証契約内容変更承認書（様式第５号）を交付し，

契約執行者が指定する日に，保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に保つ範囲

で減額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書の提出を求めるものとする。 

エ 保証事業会社の保証についての取扱い 

工事請負変更契約の変更後，保証契約内容変更承認書を交付し，契約執行者が指

定する日に，保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に保つ範囲で減額変更する

旨の保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を求めるものとする。 

オ 公共工事履行保証証券の保証についての取扱い 

工事請負変更契約の変更後，保証契約内容変更承認書を交付し，契約執行者が指

定する日に，保証金額を変更後の請負代金額の10分の１以上に保つ範囲で減額変

更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。 

カ 履行保証保険の保証についての取扱い 

履行保証保険の場合にあっては，保険金額の減額は行われないこととなっている

ので減額変更は行わないものとする。 

(６) 工期の延長時の取扱い 

契約執行者は，工期の延長を行おうとする場合は，保証期間を変更後の工期を含む

ように変更させるものとする。なお，変更手続等については，次に掲げるものを除き，

上記(１)の取扱いに準じて行うものとする。 

ア 金融機関等の保証についての取扱い 

工事請負変更契約書の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長

変更する旨の銀行等が交付する変更契約書の提出を求めるものとする。 

イ 保証事業会社の保証についての取扱い 

工事請負変更契約書の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長

変更する旨の保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を求めるものとする。た

だし，東日本建設業保証株式会社が行う保証の場合は，大崎地域広域行政事務組合

と東日本建設業保証株式会社との間の協議において変更保証証書の提出を省略で

きる取扱いとし，変更保証証書の提出は省略できるものとする。 



ウ 公共工事履行保証証券の保証についての取扱い 

工事請負変更契約書の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長

変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。 

エ 履行保証保険の保証についての取扱い 

履行保証保険の場合にあっては，保険期間は工事が完成するまで存するので，変

更手続は行わないものとする。 

(７) 工期の短縮時の取扱い 

契約執行者は，工期の短縮を行おうとする場合は，受注者から保証期間を変更後の

工期を含む範囲で短縮してほしい旨の申出があり，特別の事情がないときは，保証期

間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更するものとする。なお，変更手続等について

は，次に掲げるものを除き，上記(１)の取扱いに準じて行うものとする。 

ア 金融機関等の保証についての取扱い 

工事請負変更契約の締結後，保証契約内容変更承認書を交付し，契約執行者が指

定する日に，保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関等が

交付する変更契約書の提出を求めるものとする。 

イ 保証事業会社の保証についての取扱い 

工事請負変更契約の締結後，保証契約内容変更承認書を交付し，契約執行者が指

定する日に，保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保証事業会社

が交付する変更保証証書の提出を求めるものとする。 

ウ 公共工事履行保証証券の保証についての取扱い 

工事請負変更契約の締結後，保証契約内容変更承認書を交付し，契約執行者が指

定する日に，保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社が交

付する異動承認書の提出を求めるものとする。 

エ 履行保証保険の保証についての取扱い 

履行保証保険の場合にあっては，保険期間の短縮は行われないこととなっている

ので，保険期間の短縮は行わないものとする。 

(８) 履行遅滞時の取扱い 

契約執行者は，履行遅滞が生じた場合において，工事請負契約書第58条第１項の

規定により損害金を徴収して，工期経過後相当期間内に工事を完成させようとすると

きは，保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変

更するものとする。なお，変更手続等については，次に掲げるものを除き上記(１)の



取扱いに準じて行うものとする。 

ア 金融機関等の保証についての取扱い 

受注者に対して，保証期間内に工事が完成する見込みの期日に含まれるように保

証期間を延長変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書の提出を求めるもの

とする。 

イ 保証事業会社の保証についての取扱い 

受注者に対して，保証期間内に工事が完成する見込みの期日に含まれるように保

証期間を延長変更する旨の保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を求める

ものとする。 

ウ 公共工事履行保証証券の保証についての取扱い 

受注者に対して，保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保

証期間を延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものと

する。 

エ 履行保証保険の保証についての取扱い 

履行保証保険の場合にあっては，保険期間は工事が完成するまで存するので，変

更手続を行わないものとする。 

附 則 

この告示は，平成20年６月１日から施行する。 

附 則(令和３年３月23日告示第９号) 

この告示は，令和３年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別紙 

様式第１号（第２関係） 

様式第２号（第３関係） 

様式第３号（第３関係） 

様式第４号（第３関係） 

様式第５号（第３関係） 

 


